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小児慢性特定疾病受給者証の更新にかかる 

医療意見書のお申し込みについて 

 

 当院では、通常、医師の意見書等を記載する場合は、診断書窓口でお申し込みいただいておりますが、小児

慢性特定疾病医療受給者証の継続申請に限り、郵送でのお手続きが可能です。 

 ご希望の方は、下記をご確認のうえ、お申し込みください。 

 

1. 郵送でお申し込みいただける方（次のいずれにも当てはまる方） 

 当院に定期的に通院している方（通院中の診療科の医師が記載します） 

※定期的な通院がない場合は、郵送でのお申し込みはお受けできません。 

 現在、当院での診療に小児慢性特定疾病医療制度を利用している方 

 

2. お申し込み方法 

 以下の書類を用意していただき、必要事項をご記入のうえ、担当まで郵送してください。 

① 記入済みの診断書申込用紙（ホームページの「診断書・証明書について」よりダウンロードしてください） 

② 返信用封筒 

  －意見書の郵送先の宛名を記載してください 

  －94円切手を貼付してください（切手がない場合は、郵送手数料として 100円いただきます） 

③ 保健所・保健センター等から交付された診断書様式（医療用意見書） 

④ 現在お持ちの受給者証のコピー（全てのページ） 

 

3. 注意事項 

 郵送でのお手続きは、継続申請の場合のみご利用いただけます。次の場合は、郵送でのお申し込みはでき

ませんので、診断書窓口でお手続きください。 

新規申請時、過去に受給していたが現在は受給していない方 

転院や転入・転出時、料金証明の発行   など 

 保健所・保健センター等から交付される書類は、医師の記載する診断書様式（医療用意見書）のみお送りく

ださい。患者さんが記載する申請書様式は不要です。 

 郵送物の不足、申込用紙の記載漏れ等がある場合は、対応できない場合がありますのでご了承ください。 

 診断書申込用紙に記載する連絡先は、必ず連絡のつく電話番号を記入してください。 

 出来上がりましたら、発送前にお電話でご連絡しますので、頻回な進捗のお問い合わせはお控えください。 

 住所、保険証等の変更のみであれば、病院でのお手続きは必要ありません。お住まいの保健所・保健セン

ター等にお問い合わせください。 

 ご不明点がありましたら事前にお問い合わせください。 

 

【担当】 

〒534-0021 大阪市都島区都島本通2丁目 13番22号 

大阪市立総合医療センター 医事課 公費担当 

電話 06-6929-1221（代表） 


